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日本の危機管理の現状と課題

ポストコロナ時代の重要政策課題の一つとして再考
されるべきなのが、緊急事態対処のあり方ではないか。
自然災害で繰り返された政府の初動対処の遅れや混乱
が今次コロナ禍においても顕在化した。いかにすれば、
迅速、的確、柔軟な対処ができるようになるのか。

パンデミックの再来、気象災害の激甚化、首都直下・
南海トラフの巨大地震、サイバー・フィジカル攻撃。
これらが複合する事態も否定できない。災害のたびに
個別法制を対症療法的に見直す弥

び

縫
ほう

策ではもはや対処
できない。そうした指摘がより現実化しつつある中、
危機管理の原点に回帰して、政策パラダイムの転換を
図る必要があるのではないか。

本研究では、そのためになされるべき抜本的な検討
に備え、議論の前提として認識すべき事実と課題の整
理を試みた。以下、そのプロセスと概要を紹介する。

1. キーワードと論点

危機管理組織のあり方で必ず引き合いに出される
のが、米国連邦緊急事態管理庁（FEMA：Federal 
Emergency Management Agency）である。そこでま
ず FEMA の特徴とされるキーワードから論点を立て
てみると以下になる。

1.1 オールハザードアプローチへの転換
日本では、災害を起因事象別に所掌する省庁が個別

計画に基づき縦割りで対処している。米国では、災害
の種類や規模、対応組織を問わず、一つの組織行動原
則に基づき対処（オールハザードアプローチ）している。

1.2 ファンクショナルアプローチの採用
日本の防災計画では、組織に対策を固定的にひも付

けているが、想定外の事態に直面すると資源の割り振
りに身動きがとれなくなる傾向にある。米国では、緊
急時に発揮すべき機能を規定し、項目ごとにコーディ
ネーターとして連邦政府内の調整に取り組む責任省庁
を割り当て、政府全体として効果的に動くための連携
を図るようにしている。

1.3 インシデントコマンドシステムの導入
米国では、現場での総合調整システムを標準化して

いる。連邦政府、州、自治体でも採用され、相互の連
携を容易にする。教育 / 訓練プログラムの基盤にもな
り、多数の専門家の育成を可能にしている。

日本には、標準となるシステムはない。危機管理が
一時的な職務として扱われ、専門家はほとんどいない。

2. 事実の確認と課題の認識

上記の論点に対して、実情はどうなっているのか。
どのような議論や検討がこれまでなされてきたのか。
組織、法制、情報システム、教育訓練のあり方に絡め、
事実確認と課題認識の整理を進めた。

2.1 緊急事態対処の組織体制と根拠となる法制度
OECD の調査によるとオールハザードアプローチを

採用している加盟国 75%の中に日本はいない。しかし、
国の危機管理を担う内閣官房は、緊急事態を ｢国民の
生命、身体、財産に重大な災害が生じる、または生じ
るおそれのある事態｣ と定義し、大規模自然災害、重
大事故 / 事件、新型感染症などの他、武力攻撃事態で
も避難誘導、被災者救助などは所掌範囲とする。オー
ルハザードアプローチの構えをとっていないわけでは
ない。

ただし、戦後の日本に最も大きな犠牲・損失を強い
たのは大規模自然災害であり、｢防災｣ が中心となった。
内閣府（防災）と内閣官房が主導し、関係省庁を入れ
て初動体制が組まれ、災害対策基本法と個別法を根拠
に対策がとられた。新型感染症では厚労省と内閣官房
が主導するが、自然災害と同様に対策は個別法による。

2.2 緊急事態対処のあり方の検討・提案・議論
両事態について、現場の基礎自治体、広域自治体と

政府を結び、同時に実働機関や指定公共機関などにも
広がる状況報告と指揮命令の系統を整理してみると、
当然のことながら極めて複雑であることが確認される。

緊急事態の布告や宣言は、事象ごとの根拠法で応急
措置が規定されているものの、共通の内容が多い。私権
制限を伴う厳しい強制には踏み込まず、発出にも慎重で、
3.11原発災害と今次コロナ禍に限られる。

各行政機関は、被災の教訓を生かすべく担当分野の
改善に取り組んできた。皮肉にも法体系が複雑化し、
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初動対処の総合調整を難しくする結果を招いている。
そうした状況を看過せず、政府は緊急事態基本法の

制定や災害対策の標準化、一元的組織の創設など検討
してきた。研究者も海外事例を踏まえて提言している。

2.3 あるべき対処の鍵を握る危機管理DX
政府と自治体の情報システムは、状況認識統一への

整備・運用が求められている。DXに向けて開発は情報
共有支援から意思決定支援へと進んでいるが、現行シ
ステムとの運用一体化、機能統合化の検討が待たれる。

2.4 事態に問われるリテラシーとコミュニケーション
地域防災力は養成されるが、横連携に課題が透ける。

高度教育プログラムの整備やリスクコミュニケーショ
ンプロセスの改善も、米国のような管理科学に基づく
標準化が決め手となるが、日本は後手に回っている。

3. 必要条件と十分条件の抽出

以上の事実確認と課題認識に基づき、あるべき緊急
事態対処実現の必要条件として、行動原則の標準化と
信頼関係の構築、十分条件として、管理科学としての
機能項目整備が重要になる。

3.1 行動原則の標準化と信頼関係の構築
図 1 は、緊急事態対処のメカニズムを示している。

事態対処の使命は、やはり内閣官房の定義にある ｢国
民の生命、身体、財産｣の被害最小化にあるはずである。
遂行の鍵は、縦割りで存在する多くの既存機関・組織
をいかに機能させるか。総力結集への総合調整を可能
とする管理科学に基づく緊急事態管理機能の強化にか
かってくる。その機能の発揮のためには対処行動の原

則が標準化され、組織間の信頼関係が構築されること
などが追求すべき必要条件であろう。

3.2 管理科学に基づく緊急事態管理機能の強化
図 2 では、ナショナルレジリエンスのガバナンスサ

イクルの視点から十分条件の考察を試みた。
準備・対応・復旧・軽減の 4 ステージにおいて、あ

るべき対処の十分条件は、実働に関わる機能別計画、
総合調整、多機関協働、重要社会機能復旧、DX など
になる。しかし、想定外の事態への意識、その対処へ
の覚悟のためにも、周到な準備が求められるべきであ
る。科学的な根拠に基づく、国家、地域、個人のリス
ク評価が重要であり、十分条件に加えられるべきであ
ろう。

現行の制度・体制のままではあるべき緊急事態対処
の実現は難しい。しかし、初めから法律論や組織論を
命題にして検討を進めても、めざすべき目的実現の成
果に結実しない懸念は大きい。まずは緊急事態対処の
現行部門が、自らのあるべき管理機能の認識共有を進
め、その条件を満足する具体策を洗い出した上で、実
情を考慮した制度・体制案へと絞り込んでいくプロセ
スが重要になる。

資料：各種資料より日立総研作成
図 2　抽出を試みたあるべき緊急事態対処の十分条件
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資料：各種資料より日立総研作成
図 1　あるべき緊急事態対処の使命と必要条件
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